
高知海岸パートナーシップ活動への参加募集 

 
参加できる団体等 
高知海岸パートナーシップには、いろいろな団体・企業の方々が参加できます。例えば、

ボランティア・グループ、ボーイ（ガール）スカウト、学校、同好会などのほか、企業、

商工団体、農業団体、消費者団体など多くの方々が海岸を美しくするこの取り組みに参加

することを歓迎します。 
ただし、社会の秩序を乱すと考えられる団体・企業等は参加することが出来ません。 

① 担当区間は希望をお聞きした上で事務局が決定します。 
② 他団体と同日の清掃活動が条件となる場合があります。 
 
活動の内容 
高知海岸パートナーシップの活動として取り組まれる基本的な活動は、空き缶、空き瓶

など、ポイ捨て・散乱ゴミの除去です。 
あわせて、各担当地区内に設置される看板の清掃も御願いします。 

 
活動の効果 
① 高知海岸パートナーシップの実施により、海岸の環境が美しく保たれるだけでなく、

流域に住む人々をはじめ、県民の海岸環境の保護意識が高まります。 
② また、活動状況を周知することにより、ゴミ・空き缶等の投げ捨てを減らし、散乱ゴ

ミを抑制する効果も期待できます。 
③ 何より、高知海岸のイメージを高め、海岸と地域との共生が図られます。 
 
参加者（団体・企業等）は・・・ 
海岸のある一定区間の地区を受け持っていただく場合、団体・企業等は、国土交通省高

知河川国道事務所と２年間の合意書を交わします。 
合意書に基づいて団体・企業等は、年間３回以上の清掃活動を行っていただきます。 
 
u ある一定区間の海岸を担当していただきます。 
u 期間は２年とし、その後更新することができます。 
u 年間、最低３回以上の清掃活動を行います。（日時は各団体・企業等で決定） 
※７月に行われる海岸一斉清掃に参加したときは、年間の活動回数に加えることが

できます。 
u 安全管理に努め、活動にあたっては安全基準の確認をしてください。 
u 活動終了後、活動報告書を作成し事務局に提出してください。 

  



事務局は・・・ 
事務局は、国土交通省 高知河川国道事務所 高知海岸出張所が行います。参加の意志を

表明した団体・企業等に対して、高知海岸パートナーシップについての基本的な考え方を

説明するとともに、協議の上、担当していただく地区を決定し、関係機関との連絡調整を

行います。 
さらに、事務局は次のような支援を行います。 

 
u 担当いただく地区内に、団体・企業等の名前を記載した看板を設置します。 
u 幅広く参加を呼びかけるため、高知海岸パートナーシップの内容、各団体・企業等

の活動について積極的な広報に努めます。 
u 活動や安全管理に関するマニュアルを作成し、各団体・企業等に配布します。 

 
高知海岸パートナーシップに参加頂ける団体等を広く募集します 
本取り組みに賛同頂ける団体・企業等を広く募集しますので、事務局（高知河川国道事

務所 高知海岸出張所）までお問い合わせ願います。 
 

≪高知海岸パートナーシップ 事務局≫ 

 

国土交通省 四国地方整備局 

高知河川国道事務所 高知海岸出張所 

 

〒781-0315 高知県高知市春野町東諸木 1298-1 

TEL：(088)848-0038（代） 

 


